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１　はじめに

周知の通り、政府による「我が国農林水
産物・食品の総合的な輸出戦略」（平成19
年）において、輸出額の目標を１兆円と掲
げたことが契機となり、「和食」のユネス
コ無形文化遺産への登録（25年）にはじ
まり、「グローバル・フードバリューチェー
ン戦略の構築」（27年）、「農林水産業の輸
出力強化戦略」および「農林水産物輸出イ
ンフラ整備プログラム」「日本食品海外プ
ロモーションセンター（J-FOODO）」（29
年）、「農林水産物・食品輸出プロジェクト
（ＧＦＰ）」（30年）の策定・設置、「農林
水産物・食品の輸出拡大のための輸入国規
制への対応等に関する関係閣僚会議」の設
置（31年）、「農林水産物及び食品の輸出
の促進に関する法律」の成立（令和元年）
など積極的な取り組みがみられる。しかし
ながら、その成果と位置づけられる輸出金
額１兆円という目標額の達成年度は、円高
や震災・原発事故などの影響を受けたこと

に伴い、幾度も改訂しているのが実情であ
る。
令和元年のわが国における農林水産物・
食品の輸出額は9121億円で、平成25年
から７年連続で増加したものの、またも
や１兆円の壁に阻まれることとなった
（表１）。輸出品目別の構成をみると、加
工食品のシェアが35.9%と最も高く、農
産物の過半数（55.7%）を占めている。
こうした事象について、日本酒以外の加工
食品は国産原料使用率が低いことから、加
工食品輸出による産地および生産者への貢
献については懐疑的な論考も登場しつつあ
る（注１）。このような学識者による指摘では、
農林水産物・食品輸出金額１兆円の達成と
産地へのバリュー・チェーンの実現を目指
すには、野菜・果実、畜産物、穀物など加
工食品以外の品目による輸出増加が必要不
可欠であることが主張されている。とりわ
け、政府が「農林水産業・地域の活力創造
プラン」（26年）の改訂時に前出の輸出額
１兆円の目標（設定年度：令和２年）を達
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成した先の目標（同12年）として５兆円
の実現を目指すという目標を掲げたことを
鑑みると、野菜・果実、畜産物、穀物の輸
出拡大の成否が達成の鍵を握っていると
いっても過言ではないであろう。
野菜・果実などの輸出額は、令和元年は
445億円（前年比105.2%）となっており、
農林水産物・食品輸出金額全体に占める比
率は３～４％であるものの、年々増加して
おり、引き続き拡大していくことが期待さ
れている。
野菜輸出増加の背景には、複数の産地に
よる多様な輸出への取り組みが貢献してお
り、筆者も本誌において地方自治体（協議
会を含む）や農協による先駆的産地の事例
について幾つか紹介している（注２）。これら
の調査・報告で言及した内容は、主産地に
おける輸出事業の目的および契機の解明、
現地需要の実態、輸出に対応する生産・流
通体制について検討したものが中心であっ
た。このような調査・報告が蓄積されつつ
ある中で、野菜輸出を行う上で必要とされ
る輸出先での販路拡大または販路確保に向
けた取り組みの実態に関しては未だに情報

が少なく、不明瞭な点が多いといわざるを
得ない。
そこで、本稿では輸出相手国・地域にお
いて野菜産地が取り組む販路開拓および販
路確保に焦点をあて、その特徴と課題につ
いて検討していく。具体的には、地域内の
伝統野菜である京野菜の香港およびシンガ
ポールへの輸出を中心に、現地の飲食店・
量販店を中心に積極的なプロモーション活
動を展開している京都府農林水産物・加工
食品輸出促進協議会を事例として取り上
げ、同協議会の京野菜流通部会事務局を対
象に実施した訪問面接調査の結果に基づい
て報告する。

注１：参考文献（７）、（８）、（９）を参照。
注２：参考文献（１）、（２）、（３）、（４）を参照。

２　�京都府農林水産物・加工食品輸出促進
協議会による京野菜輸出プロモーショ
ンの取り組み

（１�）京都府農林水産物・加工食品輸出促
進協議会の概要
京都府農林水産物・加工食品輸出促進協

表１　最近のわが国における農林水産物・食品輸出の推移
（単位：億円、％）

平成 20年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 平成 31年 /
令和元年

実数 構成比 実数 前年比 構成比 実数 前年比 構成比 実数 前年比 構成比 実数 前年比 構成比 実数 前年比 構成比

農産物 2,883 56.8 4,431 124.2 59.5 4,593 103.7 61.2 4,966 108.1 61.5 5,661 114.0 62.4 5,878 103.8 64.4

加工食品 1,308 25.8 2,221 126.0 29.8 2,355 106.0 31.4 2,636 111.9 32.7 3,101 117.6 34.2 3,271 105.5 35.9

畜産品 342 6.7 470 105.1 6.3 510 108.5 6.8 626 122.7 7.8 659 105.3 7.3 708 107.4 7.8

穀物等 245 4.8 368 135.3 4.9 378 102.7 5.0 368 97.4 4.6 426 115.8 4.7 462 108.5 5.1

野菜・
果実等 205 4.0 350 144.0 4.7 377 107.7 5.0 366 97.1 4.5 423 115.6 4.7 445 105.2 4.9

林産物 118 2.3 263 124.6 3.5 268 101.9 3.6 355 132.5 4.4 376 105.9 4.1 370 98.4 4.1

水産物 2,077 40.9 2,757 118.0 37.0 2,640 95.8 35.2 2,749 104.1 34.1 3,031 110.3 33.4 2,873 94.8 31.5

合　計 5,078 100.0 7,451 121.8 100.0 7,502 100.7 100.0 8,071 107.6 100.0 9,068 112.4 100.0 9,121 100.6 100.0

資料：農林水産省食料産業局輸出促進課『農林水産物・食品の輸出実績（品目別）』各年版から作成
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議会（以下「協議会」という）は、平成
22年に「京都府産の安心・安全で高品質
な農林水産物・加工品の輸出に係る現地調
査、国内外での行催事の企画・調整などに
取り組むとともに、輸出に取り組む意欲ま
たは関心のある団体・企業などを対象に広
く情報提供やセミナーの開催を行い、京都
府産農林水産物・加工食品を図ること」を
目的として設立された。
京都府をはじめ、農林漁業団体、青果・食
肉卸売業者、貿易関連機関など19団体（注３）

を中心に構成され、会長は京都府農林水産
部長が務めており、事務局は京都府商工労
働観光部経済交流課内に設置されている。
協議会の中には、輸出に注力している品目
別に「北山丸太部会」「宇治茶部会」「京野
菜流通部会」（注４）「和牛部会」「経営者部会」
の五つの部会が設置されており、それぞれ

の事務局は林務課、農産課、流通・ブラン
ド課、畜産課、経済交流課が担当している。
協議会の主要な事業は、①輸出促進に係
る普及啓発および広報に関する事業②輸出
促進に係る国内外での行事等に関する事業
③輸出に係る知的財産の保護―に関する事
業の３つが挙げられる（表２）。
表３は協議会の輸出実績の推移を示した
ものである（注５）。30年の輸出金額は８億
1867万円（前年比110.9%）で29年に
続けて２年連続で増加している。28年は
為替レートなどの関係で前年を下回ってい
ると想定されるため、23年以降は、ほぼ
毎年、輸出額が前年を大きく上回るとい
う状況が続いている。８年間で10倍に急
成長していることからも、その著しい急
増ぶりがうかがえる。

表３　京都府農林水産物・加工食品輸出推進協議会における輸出実績の推移
平成 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年

輸出金額（万円） 8,038 16,138 27,755 38,944 52,151 49,702 73,808 81,867

前年比（％） － 200.8 172.0 140.3 133.9 95.3 148.5 110.9
資料：京都府農林水産物・加工食品輸出促進協議会資料より作成

表２　京都府農林水産物・加工食品輸出促進協議会の３つの主要事業と概要
輸出促進に係る普及啓発
および広報に関する事業

①�輸出促進に役立つ情報をメーリングリストで提供する輸出情報発信活動 ( 国内外の
見本市や商談会の開催情報の提供、輸出検疫や衛生証明書などに関する情報提供、
府関連の補助事業・国庫補助事業の募集案内、会員間の海外輸出関連情報の相互共
有）

②�輸出促進セミナーの開催（商標登録、模倣品対策のための知的財産保護コンソーシ
アム地方相談会の開催、輸出検疫や衛生証明書などに関する情報提供）

③�ＪＥＴＲＯ（日本貿易振興機構）などとの連携活動（関連機関との連携し、輸出促
進関連情報の収集）

輸出促進に係る国内外で
の行事等に関する事業

①海外展示商談会での展示・出展および販促活動に係る支援
②海外市場調査活動（海外での普及、市場開拓に係る調査の実施）
③海外販売促進活動（海外で販売促進イベントを実施）

輸出に係る知的財産の
保護に関する事業

商標登録、模倣品対策（知的財産保護コンソーシアム地方相談会の開催等）

資料：京都府農林水産物・加工食品輸出促進協議会資料より作成



39野菜情報 2020.8

注３：協議会の会員は、ＪＡ京都中央会、ＪＡ全農京都、
ＪＡグループ京都農業法人協会、京都府漁業協同
組合、京都府中小企業団体中央会、京都青果合同
株式会社、京都食肉市場株式会社、京都府森林組
合連合会、京都府木材組合連合会、京都府茶業会
議所、京都府茶生産協議会、京都府茶協同組合、
京都府農業経営者会議、京のふるさと産品協会、
農業ビジネスセンター京都、京都産業21、日本貿
易振興機構京都貿易情報センター、京都府である。

注４：京野菜流通部会の構成員は、市場機能を活用した
京野菜の輸出に取り組む意向のある京野菜の生産
者組織、京野菜の生産、流通および販売に関わる
団体、企業、市場流通関係者ならびに京都府農林
水産部流通・ブランド課である。

注５：表中の数値は、京都府農林水産物・加工食品輸出
促進協議会の会員からヒアリングした内容を取り
纏めたものであり、年度によって事業者に差異が
生じていることを留意する必要がある。

（２�）京都府農林水産物・加工食品輸出促
進協議会による京野菜輸出の現段階
協議会における京野菜の輸出振興として
は、平成29年から残留農薬問題および検
疫制度に対する規制などが少ない香港、シ
ンガポールを中心に以下の２事業に取り組
んでいる（注６）。

ア�　海外輸出の足掛かりを構築する取り組み
香港を対象にした事業としては「京もの
提供店」認定制度と京野菜の調理レシピ集
の作成・配布、料理学校を活用した調理デ
モンストレーションが挙げられる。
「京もの提供店」認定制度
「京もの提供店」認定制度は、京都府産
農林水産物およびそれらの加工品を常時取
り扱う飲食店および小売店を認定する制度
で30年からスタートした。令和２年３月
時点で、「京もの提供店」は31店舗（その
内、飲食店25店舗、小売店６店舗）が認
定されており、認定要件は、日本料理店を
中心に周年で京野菜など京都府産農林水産
物を２品以上提供していることである。
登録制度の説明・案内および交渉に係る
業務は、協議会が作業委託した情報通信企
業（日系企業）が行っている。登録認定さ
れると、協議会から「京もの提供店」と記
した楯が提供され、店頭での来店客への
ＰＲに活用されている。

香港島

中環 銅鑼湾

新界エリア

深圳

九龍エリア

尖沙咀

図１　香港周辺の地図
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前述の通り、香港における「京もの提供
店」の登録飲食店は25店舗で、香港島エ
リアが15店舗と過半数を占めている（表
４）（注７）。特に、政治・経済の中心地である
「中
ツォン

環
ワン

」および香港有数の商業地である
「銅

トンロー

鑼湾
ワン

」で営業する店舗数が多い（図１）。
認定数は、初年度（平成30年度）に16店
舗、翌年（令和元年度）に９店舗と拡大
している。品目別にみていくと「えび芋」
「賀茂なす」「京みず菜」「京壬生菜」「聖
護院かぶ」「聖護院だいこん」「九条ねぎ」
「大黒本しめじ」「花菜」「堀川ごぼう」「万
願寺とうがらし」などの伝統野菜が使用
されており、なかでも、「九条ねぎ」「京
みず菜」（６店舗）、「えび芋」（４店舗）
の利用が多い。
表５は、香港における「京もの提供店」

に登録された小売店を示したものである。
６店舗中４店舗がニュータウンとして発展
した新界エリアの主要駅にある。認定数は
30年度に５店舗、31年度に１店舗となっ
ており、飲食店と比較すると限定的で、内
訳をみると量販店では、香港系のYATA（３
店舗）、日系のAEON（２店舗）、青果物

小売専門店が１軒となっている。全ての店
舗で京野菜専用コーナーが設置されてお
り、周年販売のほかAEONの２店舗では
京野菜フェアを夏季（７月）と冬季（12
月）に１週間程度の期間で開催し、定期的
なＰＲ活動に取り組んでいるほか、週末に
はAEONとYATAにおいて試食販売を実
施している。
注６：詳細は、参考文献（６）を参照。
注７：一般的に香港の地域は、大別すると香港島、九龍、

新界の３つに区分することができる。

京野菜の調理方法の紹介
日系の料理教室であるＡＢＣクッキング
スクールの香港スタジオ（中環、尖

ツィムサーツォー

沙咀、
太
タイクーシン

古城の３カ所）の協力を得て京野菜の調
理に精通した料理人によるデモンストレー
ションを行っている。その映像はAEON
およびYATAの店舗で一年を通して再生さ
れており、普及啓発に一役買っている。さ
らに平成30年からは京野菜料理の調理方
法を図示し、中国語で解りやすく説明した
レシピ集を作成し、「京もの提供店」に登
録された小売店や協議会が主催するフェア
などで配布している（写真１）。

写真１　香港向け京野菜レシピ
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表４　「京もの提供店」の認定飲食店一覧
店名 エリア 料理名（京野菜を使用したものを抽出） 認定年度

1 大戸屋なお膳 香港島（銅鑼湾） えび芋の揚げ出し
京野菜の炊き合わせ　等

2 山下 TEPPANYAKI 香港島（中環） 万願寺とうがらしのマリネ
賀茂なすとフォアグラのソテー　等

3 嵯峨野 九龍（九龍城） 牡蠣と九条ねぎのみぞれ鍋
えび天ぷらと京野菜のハリハリロール　等

4 GODENYA 香港島（中環） 九条ねぎ、赤貝、鮟肝のぬた
鶉と大黒本しめじのカカオソース　等

5 蟹道野田 香港島（上環） 京野菜を使った前菜
大黒本しめじとえび芋を使用した海老芋饅頭　等

6 玄徳 香港島（銅鑼湾） えび芋の上海蟹あんかけ
京野菜を使った椀物京野菜を使った椀物

7 日本料理　懐石　さおとめ 香港島（湾仔） 九条ねぎ使用の聖護院蕪蒸し
堀川ごぼうの胡麻和え

8 三笠屋 九龍（尖沙咀） しめ鯖の京こかぶ
赤貝と九条ねぎのぬた　等 平成 30年度

9 La�Bombance 香港島（銅鑼湾） 鰆ナッツ焼きと賀茂なす田楽
えび真薯、万願寺唐辛子射込みフライ　等

10 WA�Theater�restaurant 新界（西貢） 大黒しめじ、京みず菜の聖護院蕪みぞれ煮
九条ねぎと車えびのフリカッセ春巻　等

11 Hon10 香港島（金鐘） フォアグラ聖護院だいこん
花菜とえび芋と大黒本しめじの天ぷら

12 IZA 九龍（尖沙咀） 九条ねぎとりんどう豚巻串
大黒本しめじの串焼

13 Kurotaki 香港島（銅鑼湾） 京都ビーフ雅　すき焼き
賀茂なすのグリル

14 稲庭養助（TST店） 九龍（尖沙咀） 京みず菜と蟹のあんかけ卵とじ稲庭
花菜のおひたし

15 稲庭養助（紅磡店） 香港島（紅磡） 京みず菜とトマトスープ稲庭
花菜のおひたし

16 誠 香港島（中環） 京みず菜と鰯、自家製厚揚げの小鍋
京壬生菜のおひたしからすみ掛け

17 魚作 香港島（中環） ホタテと万願寺とうがらしの焼きびたし
キノコと炙りホタテ、水菜のハリハリサラダ　等

18 酒の和 香港島（中環） 城陽壽米吟醸
富王秘蔵酒　等

19 TONKICHI（Central） 香港島（中環） とんかつ　等
20 TONKICHI（CWB） 香港島（銅鑼湾） とんかつ　等
21 TONKICHI（Sha�Tin） 新界（沙田） とんかつ　等 平成 31年度
22 TONKICHI（TST １） 九龍（尖沙咀） とんかつ　等
23 TONKICHI（TST ２） 九龍（尖沙咀） とんかつ　等
24 TONKICHI（Yuen�Lung） 新界（元朗） とんかつ　等

25 鶏ジロー 九龍（尖沙咀） ラーメン（水菜をトッピング）
万願寺とうがらしの焼物

資料：京都府農林水産物・加工食品輸出促進協議会資料より作成

表５　「京もの提供店」の認定小売店一覧
店名 エリア 認定年度

1 ＡＥＯＮ　ＳＴＹＬＥ　Ｋｏｍｈｉｌｌ 香港島（太
タイ

古
クー

城
シン

）

平成 30年度

2 ＡＥＯＮ　ＳＴＹＬＥ　Ｗｈａｍｐｏａ 九龍（黄
ワン

埔
ポア

）

3 ＹＡＴＡ　ＳＵＰＥＲＭＡＲＫＥＴ　ＫＷＡＩ　ＦＯＮＧ 新界（葵
クワイ

芳
フォン

）

4 ＹＡＴＡ　ＳＵＰＥＲＭＡＲＫＥＴ　ＹＵＥＮ　ＬＯＮＧ 新界（元
ユン

朗
ロン

）

6 ＫＵＤＡＭＯＮＯＹＡ 新界（荃
チュン

湾
ワン

）

7 ＹＡＴＡ　ＳＵＰＥＲＭＡＲＫＥＴ　ＳHＡ　ＴＩＮ 新界（沙
サー

田
ティン

） 平成 31年度
資料：京都府農林水産物・加工食品輸出促進協議会資料より作成



42野菜情報 2020.8

イ�　アジア諸国へ「京もの」認知度拡大を
図る取り組み
平成30年からシンガポールを中心に、
現地の高級ホテルでシェフなど調理担当者
やバイヤーを対象とした「京もの食材提案
会」およびレストランフェアを開催してい
る。この取り組みにおいてシンガポールを
対象とした理由は、前述の残留農薬問題お
よび検疫制度に対する規制などが少ないこ
とに加え、アジア有数のハブ空港を有する
交通・経済の拠点という人の往来が多い利
点を生かして近隣地域への「京もの産品」
の普及啓発を図り、認知度拡大を実現する
ため効果的な輸出相手国・地域と位置づけ
ていたためである。上述の香港と同様にシ
ンガポールにおいても「京もの提供店」の
認定が開始されており、現時点では３店舗
の飲食店が確認できる。これらの３店舗の
担当者に対しては、京都から招聘した日本
人の料理人による京野菜の調理方法に関す
るセミナーを実施し、普及啓発を図ってい
る。なお、現地での「京もの提供店」の新
規開拓や連絡・調整は協議会が直接行うの
ではなく、農産物輸出などの海外展開事業
に精通したコンサルタント（日系企業）に
委託して行っていた。
31年１月には、著名なホテルであるカ
ペラ･シンガポールにおいて、京都府産の
食材の調理デモンストレーションによって
食事を提供する「京都シェフズテーブル」
を開催した。開催期間は10日間で、前半
の５日間を会席料理、後半の５日間は寿司
をメインとし、「聖護院かぶ」「えび芋」
「金時にんじん」「九条ねぎ」といった京野
菜が使用された（注８）。当イベントは、シェ
フやバイヤーに加えて、現地の報道機関に
も公開され積極的に発信を行っていた。

以上の取り組みに加えて、協議会は対象
範囲をマレーシア（京野菜および和菓子の
物産展）および台湾（京野菜などの試食販
売）にも拡大している。

注８：詳細は、参考文献（５）を参照。

３　おわりに

本稿では、協議会が取り組んでいる京野
菜輸出プロモーションに焦点をあて、現地
（輸出相手国・地域）での販路開拓の展開
とその特徴について確認してきた。最後に
まとめとして、残された課題とその展望に
ついて示していく。
協議会は、「京もの提供店」認定制度を
構築したことにより、香港の飲食店、小売
店を中心に販路確保を実現することができ
た。その販路確保を継続させるために、小
売店において専用コーナーやフェアなどを
定期的に開催していることも効果的であっ
た。さらに新規販路の開拓に向け、シンガ
ポールのシェフやバイヤーに向けた食材提
案会や調理デモンストレーションを開催す
るなど多角的な展開を行っていた。
このように、香港での販路確保、シンガ
ポールでの販路開拓を実現しつつあるが、
幾つか課題も存在している。第１に、香港
では協議会による販路が構築できたもの
の、現行の生鮮のみの流通では周年供給を
維持していくことには困難な点があるもの
と想定される。とりわけ、夏季と秋季の端
境期の10月および冬季と秋季の端境期で
ある３月が供給不足となる傾向が強いので
はなかろうか。したがって、今後はたけの
この水煮などの野菜加工品の参入も検討す
べき必要があるものと考えられる。その理
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由として、本稿で幾度か述べているように
香港・シンガポールは関税と検疫の特性か
ら、日本国内の各産地からの輸出が活発な
地域といわれている。過去の筆者による論
考でも言及している通り、主要な輸出相手
国・地域では、日本国内の輸出産地による
産地間競争が既に発生している。そのため
に現存の販路維持が持続的な輸出を実現す
る上で絶対条件であるといえよう。
第２に、香港に加え、シンガポール、台
湾、マレーシアと輸出相手国・地域を拡げ
ているところであるが、それに伴って相手
国・地域の市場によるニーズに基づいた対
応が増え、煩雑になる点である。京都府（日
本）と他国産の内外価格差を鑑みると現実
的には、輸出量が短期的かつ大幅に増加す
る可能性が少ない中で、これらの作業に要
するコストを協議会単体で全て賄うことが
困難なのは容易に想定され、京都府内また
関西域内も含めた広域的な連携を目指した
取り組みが望まれている。

以上のように課題はあるものの、輸出事
業の開始から僅かな期間で、香港およびシ
ンガポールでの販路開拓、販路確保を実現
した協議会のプロモーションの取り組みに
は、他の野菜産地にとって参考となる事象
が数多く存在しており、筆者も今後の動向
に注目していきたい。
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